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１【提出理由】

2025年６月25日開催の当社第101期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

ア．期末剰余金配当に関する事項

当社普通株式１株につき金26円　　　　　　　　　　総額 5,363,322,380円

イ．その他の剰余金の処分に関する事項

(ア)　増加する剰余金の項目およびその額

　　　別途積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,000,000,000円

(イ)　減少する剰余金の項目およびその額

　　　繰越利益剰余金　　　　　　　　　　　　　　　　26,000,000,000円

 

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役として、石黒武、清水哲也、山下敏明、梶田聡仁、岩田龍司、鹿嶋忠幸、平光範之、山本良一および神保

睦子の９氏を選任する。

 

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、丹羽哲也氏を選任する。

 

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、河邊伸泰氏を選任する。

 

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）賞与の支給の件
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

決議事項
議決権の数（個）

賛成票の割合
（％）

決議の結果
賛成 反対 棄権

第１号議案 1,741,277 1,813 0 99.90 可決

第２号議案      

石黒　　武 1,469,926 273,217 0 84.33 可決

清水　哲也 1,458,672 284,470 0 83.68 可決

山下　敏明 1,690,102 51,920 1,122 96.96 可決

梶田　聡仁 1,724,567 17,455 1,122 98.93 可決

岩田　龍司 1,724,865 17,157 1,122 98.95 可決

鹿嶋　忠幸 1,724,774 17,248 1,122 98.95 可決

平光　範之 1,631,300 110,720 1,122 93.58 可決

山本　良一 1,733,646 9,498 0 99.46 可決

神保　睦子 1,738,695 4,449 0 99.74 可決

第３号議案 1,614,694 127,275 1,122 92.63 可決

第４号議案 1,735,919 7,226 0 99.59 可決

第５号議案 1,731,404 6,061 5,680 99.33 可決

（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第１号議案および第５号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成、第２号議案、第３号議案および第４号

議案は議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集

計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席

の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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